
「学びの多様化学校」を巡る動向について

資 料 ４



不登校児童生徒の実態に配慮し、特別の教育課程を編成して教育を

実施することができる学校。

（１）「学びの多様化学校」 とは

◆ 文部科学大臣が指定する「学校」である。

◆ 子どもたちの状況に配慮し、教育課程を柔軟に編成できる。
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１ 「学びの多様化学校」について



「長期欠席」 とは

「不登校」とは

何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、

登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間３０日以

上欠席した者。（だたし、「病気」や「経済的理由」による者を除く。）

年間に３０日以上欠席した者。

【出典】文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 ２

１ 「学びの多様化学校」について

（２）長期欠席・不登校 の定義



（３）「教育課程を柔軟に編成」 とは？

① 年間の授業時数を削減できる

年間 1015 時間 例）年間 ７７０ 時間

これにより

・登校時刻（始業時刻）を遅くする

・1日の授業数（コマ数）を少なくする

・授業の時間自体を短くする

などが可能になる。

標準

文部科学省「学びの多様化学校の設置に向けて」を
基に作成

１ 「学びの多様化学校」について
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② 教科の組み換え、教科の新設ができる

例）

これにより

・苦手分野の学び直し、得意分野の発展的な学びなど、個に応じた学習の時間

・校内外での体験活動や探究的な活動

などが行いやすくなる。

文部科学省「学びの多様化学校の設置に向けて」を基に作成

１ 「学びの多様化学校」について

（３）「教育課程を柔軟に編成」 とは？

４



【出典】文部科学省「学びの多様化学校（いわゆる不登校特例校）の設置者一覧」

２ 全国の設置状況について

全国
５９校

５



● 令和６年３月「みよし学びの共創プラン」策定

● 令和７年３月「三次市立小中学校のあり方に関する基本方針」策定

＜基本理念＞

高い志をもち 夢や目標に向けて挑戦し 自立を図るとともに 多様な共創により

住み続けたいまち三次を実現する 心豊かで たくましい ひとづくり

「みよし学びの共創プラン」に掲げる「自立・共創・ウェルビーイング」につながる「すべ

ての児童生徒にとって魅力ある学校づくり」の実現をめざす。

～「三次市立小中学校のあり方に関する基本方針」より～

すべての児童生徒が「行きたい」と思える学校を選択できるよう、特色ある 教育活動を展開する学校づくりを進めます。そ

の中で、 小規模校において学びたい児童生徒や不登校や集団での生活になじめない児童生徒など、多様な希望に応じ

る 「小規模特認校」 や「学びの多様化学校」 の導入について検討します。

３ 「学びの多様化学校等」設置に至る背景について
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（１）三次市における長期欠席・不登校児童生徒の現状

４ 不登校の現状と対策について
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いじめの被害

いじめ被害を除く友人関係

教職員との関係

学業の不振

学校のきまり等

入学、転編入学、進級時の不適応

家庭生活の変化

親子の関わり方

生活リズムの不調

あそび、非行

学校生活に対してやる気が出ない

不安・抑うつ

障害（疑いを含む）

個別の配慮

その他

小 中

「令和６年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（文部科学省）」より

（件）

４ 不登校の現状と対策について

（２）三次市における不登校の主な要因（複数選択可）

８



対象：学校には行けないが、
オンラインでつながりをもて
る児童生徒

スクールＳ

・県教育委員会が設置
・専門職員を配置

民間フリースクール

こども応援センター

ＳＣ教育相談員

こども家庭センター

相談員
連携

４ 不登校の現状と対策について

（３）三次市がめざす不登校支援対策

９

対象：家から出ることはできるが、
連続して学校に行くことができな
い、または一時的に行くことがで
きない児童生徒

教育支援ルーム

・相談員を配置
・個別の学習活動や多様な体験

連
携

対象：家から出ることはできる
が、在籍する学校に行くことがで
きない児童生徒

・正規の教職員を配置
・特別な教育課程

学びの多様化学校

校内サポート教室（SSR）

対象：学校には行けるが、教室
に入ることができない児童生徒

オンライン授業

対象：学級の仲間とはつながれる
が、学校に登校できない児童生徒

ＳＣ
ＳＳＷ 相談 保護者

児童
生徒

各学校

市全域の不登校支援拠点

＋
県内全域の不登校支援情報

市内外への情報提供

連
携

相
談

支援策の助言・情報提供

認定NPO法人カタリバによる不登校政策の伴走支援

小規模特認校

対象：大きな集団では学
習生活ができにくい児童


